
協議会・幹事会 関係機関の作業内容

令
和
２
年
度

１月

◆第１回 協議会（web）
✓協議会設立趣旨（案），規約（案）の提示・承認
✓流域治水プロジェクトの説明
✓取組内容の登録依頼

✓設立趣旨（案），規約（案）を確認
✓取組内容を一覧表及び位置図に記載
✓取組内容のわかる資料又は写真を提出

２月

３月

令
和
３
年
度

４月

５月

６月
◆幹事会

✓取組内容の確認，調整等
✓流域治水プロジェクト（案）を確認

７月
◆第２回 協議会

✓流域治水プロジェクト（案）の提示・承認

８月

公表後

◆幹事会
✓適宜フォローアップ

◆第〇回 協議会
✓前年度取組状況の報告・共有
✓今後の取組内容の報告・共有

流域治水プロジェクト策定に向けたスケジュール（案）

それぞれ対策・取り組みについてヒアリング

流域治水プロジェクト公表
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